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９
月
定
例
会
は
台
風
21

号
の
影
響
で
日
程
の

一
部

が
変
更
さ
れ
５
日
に
開
会
、
21

日
閉
会
を
迎
え
ま
す
。

公
金
横
領
事
件
に
関
わ
り
税
金
収
納
デ
ー
タ
の
整
理

で
、
新
た
に

「５
０
０
０
万
円
の
未
納
金
」
が
判
明
し

た
と
発
表

（５
日
）。
不
納
欠
損
が
合
計
で
約
１
３
０
０

万
円
と
な
り
、
ま
す
ま
す
町
政
不
信
が
つ
の
り
ま
す
。 

実
を
基
に
調
査
・検
証
し
て

い
る
の
か
住
民
・議
会
に
明

ら
か
に
で
き
な
い
こ
と
自

体
、
「公
平

・
公
正
」
で
あ

る
か
疑
問
。
②

「規
則
」
で

事
務
局
を
企
画
管
理
課
に

置
き
、
行
政
が
情
報
を
誘
導

で
き
る
危
険
条
文
が
紛
れ

込
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
。

野
瀬
町
長
は
条
文
修
正
の

必
要
性
を
言
及
。
と
こ
ろ
が

11

日
、
決
算
審
査
の
最
後

に

「条
文
修
正
は
し
な
い
」

と
訂
正
し
た
上
で
、
「事
務

局
は
調
査
し
な
い
、
と
言
明

し
ま
す
」
と
矛
盾
し
た
発

言
。
規
則
に
不
備
が
発
覚
す

れ
ば
、
事
務
局
が
委
員
長
の

意
を
超
え
て
判
断
を
誘
導

 

野
瀬
町
長
が
公
金
横
領
事
件
と
北
川

前
町
長
の
延
滞
金
返
還
事
件
に
起
因
す

る
内
部
問
題
を
検
証
す
る
と
し
て
設
置

し
た
第
三
者
委
員
会

（委
員
長
＝
真
山

達
志
同
志
社
大
教
授
）
が
野
瀬
町
政
に

よ
っ
て
恣
意
的
に
活
用
さ
れ
る
疑
い
が

強
ま
っ
て
い
ま
す
。 

西
澤
議
員
は
議
会
全
員
協
議
会
お
よ

び

一
般
質
問
で
次
の
２
点
を
た
だ
し
ま

し
た
。
①
会
議
は
も
ち
ろ
ん
、
途
中
経

過
も
非
公
開
で
は
公
平

・
公
正
か
ど
う

か
確
認
で
き
な
い
。
ど
ん
な
情
報

・
事

と き 10 月 14141414 日（日）１０：００開会 
ところ 大津・膳所公園…JR 石山駅で京阪電車に乗り換え、 

膳所本町下車、徒歩 5 分 

参加券 大人 700 円、学生・高校生 400 円 
 
甲良町出発：8 時 30 分・甲良町役場駐車場（公民館前） 

※ワゴン車で乗合せます 
ご参加希望者はご連絡を（09069714949 西澤） 

※帰り＝午後 3 時に膳所公園を出発 
 
・・・企画がいっぱい・・・ 
 
♣山下山下山下山下よしきよしきよしきよしき（（（（党副委員長党副委員長党副委員長党副委員長））））記念記念記念記念講演講演講演講演 
♣沖縄・平和をうたう＝川口真由美 
♣笛吹おしゃべり歌手＝みなと愛子 
♣各団体の模擬店もにぎやか 
♣周防周防周防周防のののの猿回猿回猿回猿回しししし 
♣日本共産党甲良町後援会は 

「すいとん」を販売 
･･･戦中の食事体験＝「すいとん」ってこんな味？？･･･ 
※余余余余りりりり野菜野菜野菜野菜ごごごご提供提供提供提供おおおお願願願願いしますいしますいしますいします    
 

9 月定例会最終日 

21 日（金）9：00 開会 

平成 29 年度一般会計

他各会計決算の「認定・

不認定」、補正予算他の

採決が行われます。 

す
る
恐
れ
の
あ
る
条
文
を
訂

正
す
る
の
が
町
長
の
責
務
で

は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。 

第
三
者
委
員
会
に
お
い
て
、

公
平
公
正
で
信
頼
性
の
あ
る

調
査
・
検
証
結
果
が
導
か
れ
る

た
め
に
は
、
行
政
か
ら
の
資

料
・情
報
提
供
だ
け
で
は
保
障

が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
や
全

て
が

「非
公
開
」
で
は
な
お
さ

ら
で
す
。
住
民

・
議
会

・
関
係

者
か
ら
情
報
提
供
で
き
る
体

制
が
必
要
で
す
。 


